
 

2025年６月５日 

各 位  

会 社 名  株 式 会 社 グ ッ ド コ ム ア セ ッ ト 

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  長 嶋  義 和 

  （コード：3475 東証プライム・福証） 

問い合わせ先  執行役員経営管理部長  河合  能洋 

  （ Ｔ Ｅ Ｌ ： 0 3 - 5 3 3 8 - 0 1 7 0 ） 

 

（開示事項の経過）株式会社 Livenup Group の株式取得（子会社化）及び 

 第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 

 

当社は、2025年５月 28日付の「株式会社 Livenup Groupの株式取得（子会社化）及び第三者割当に

よる自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2025年６月５日付で株式会社

Livenup Group（以下「ＬＵＧ社」といいます。）の株式取得（子会社化）及び第三者割当による自己

株式の処分に関し、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 １．子会社の概要 

（１） 名 称 株式会社 Livenup Group 

（２） 所 在 地 東京都港区三田一丁目 4番 28号 

（３） 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 二川 良介 

代表取締役社長 玉川 暁郎 

（４） 事 業 内 容 グループ会社の経営管理、事業承継、収益不動産投資 

（５） 資 本 金 10百万円 

（６） 設 立 年 月 日 2003年４月４日 

 

 

２．株式取得日 

  2025年６月５日 

 

３．取得価額等 

（１） 取 得 株 式 数 293,076株（議決権所有割合：80.0％） 

（２） 取 得 価 額 株式会社 Livenup Groupの普通株式       1,600百万円 

  アドバイザリー費用等（概算額） 190百万円 

  合計（概算額）  1,790百万円 

 

 



 

４．自己株式処分の概要 

（１） 処 分 期 日 2025年６月５日 

（２） 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 581,959株 

（３） 処 分 価 額 １株につき 1,031円 

（４） 処 分 総 額 599,999,729円 

（５） 処 分 又 は 処 分 方 法  第三者割当の方法による 

（６） 処 分 予 定 先 株式会社グリットパートナーズ 

（７） そ の 他 
本自己株式の処分については、金融商品取引法による有

価証券届出書を提出しております。 

 

５．今後の見通し 

本件の株式取得により、ＬＵＧ社は当社の連結子会社となり、今後の業績に与える影響につきま

しては、現在精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以上 


